
四国地区踏切道改良協議会 

合同会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 四国地区踏切道改良協議会合同会議（以下「合同会議」という。）は、踏切

道改良促進法（昭和３６年法律第１９５号。以下「法」という。）第１６条の規定

に基づき、四国内の踏切道を対象に合同で協議することにより、法第４条に規定

する地方踏切道改良計画の作成及び実施、法第１４条に規定する地方踏切道災害

時管理方法その他の踏切における踏切対策を円滑に進めるために設置する。 

 

（協議事項等） 

第２条 合同会議は、次に掲げる事項について協議を行う。 

（１） 地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議 

（２） 法第１２条の規定による評価を実施するに当たっての構成員からの意見

聴取 

（３） 地方踏切道災害時管理方法の作成及び実施に関し必要な協議 
（４） 法第６条に規定する国踏切道改良計画の作成又は法１５条に規定する国

踏切道災害時管理方法の決定に当たっての鉄道事業者からの意見聴取

（ただし、（１）及び（３）の対象となる踏切道に係る鉄道事業者と当該

国踏切道改良計画又は国踏切道災害時管理方法の対象となる踏切道に係

る鉄道事業者が同一の場合に限る。） 

（５） 法第３条又は第１３条の規定による踏切道の指定に向けて必要な協議 
（６） 前５号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（合同会議の組織） 

第３条 合同会議は、別表１又は別表２に掲げる踏切道（以下「各踏切道」）を対象

に、合同で会議を開催する。 

２ 合同会議に、議長１名及び副議長１名を置く。 

３ 議長は、国土交通省四国地方整備局長又は四国運輸局長とし、副議長は、国土交

通省四国運輸局長又は四国地方整備局長とする。 

４ 議長及び副議長は、合同会議の運営に支障がない限りにおいて、代理を選任す

ることができる。（別表３） 

５ 合同会議の議長及び副議長以外の構成員は、各踏切道の鉄道事業者及び道路管

理者、都道府県知事のほか、合同会議に必要と認める者とする。（別表４） 

 

（踏切道改良検討会） 

第４条 合同会議は、未指定の緊急に対策の検討が必要な踏切（カルテ踏切）等に関



して指定に向けた具体的検討を行うための踏切道改良検討会を設置することがで

きる。 

 

（合同会議の開催） 

第５条 合同会議は、必要に応じて議長が自ら、又は各踏切道の鉄道事業者及び道

路管理者双方の求めに応じて招集する。 

２ 合同会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより協議事項に支

障が生じると認められるものについては、非公開で行うことができる。 

 

（代理の選任） 
第６条 構成員は、合同会議の運営に支障がない限りにおいて、代理を選任するこ

とができる。 
 

（協議結果の尊重義務） 

第７条 合同会議において、協議が調った事項については、合同会議の構成員は、そ

の協議の結果を尊重しなければならない。 

 

（事務局） 

第８条 合同会議事務局は、四国地方整備局道路部地域道路課、及び四国運輸局鉄

道部技術・防災課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、合同会議の事務の運営上必要な事項は、別

に会議で定めるものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、令和４年２月２１日から施行する。 

    この規約は、令和５年２月２８日から施行する。 

    この規約は、令和６年３月 ５日から施行する。 

    この規約は、令和７年３月１２日から施行する。 

この規約は、令和８年２月２５日から施行する。 

 

 

 

 



別表１ 改良すべき踏切道関係 

協議会名 

又は踏切道名 

踏切道の 

法指定年月日 

道路管理者 鉄道事業者 

花畑踏切道 平成６年７月２８日 

（旧々法） 

令和６年１月１８日 

徳島県知事 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

観光道路踏切道 

（琴平線） 

令和６年１月１８日 香川県知事 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

観光道路踏切道 

（長尾線） 

令和６年１月１８日 香川県知事 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

本町踏切道 平成２９年１月２７日

（旧法） 

高松市長 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

宮西町踏切道 令和７年１月１５日 松山市長 伊予鉄道株式会社 

代表取締役社長 

護国神社通踏切道 令和６年１月１８日 松山市長 伊予鉄道株式会社 

代表取締役社長 

横水踏切道 令和３年４月１３日 愛媛県知事 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

出来島踏切道 令和６年１月１８日 徳島市長 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

塩上第二踏切道 令和６年１月１８日 香川県知事 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

坂元踏切道 令和６年１月１８日 香川県知事 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

三番町第１踏切道 令和６年１月１８日 松山市長 伊予鉄道株式会社 

代表取締役社長 

千舟町第１踏切道 令和６年１月１８日 松山市長 伊予鉄道株式会社 

代表取締役社長 

末広町踏切道 令和６年１月１８日 松山市長 伊予鉄道株式会社 

代表取締役社長 



篠原東１踏切道 令和７年１月１５日 南国市長 とさでん交通株式会社 

代表取締役社長 

下踏切道 令和７年１２月２３日 高松市長 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

病院踏切道 令和７年１２月２３日 観音寺市長 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

東土居踏切道 令和７年１２月２３日 東かがわ市

長 

四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

皿池踏切道 令和７年１２月２３日 三豊市長 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

琴平第２踏切道 令和７年１２月２３日 香川県知事 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

大谷第１踏切道 令和７年１２月２３日 松山市長 四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

綿市踏切道 令和７年１２月２３日 四国中央市

長 

四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

藤石堂踏切道 令和７年１２月２３日 四国中央市

長 

四国旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 災害時の管理の方法を定めるべき踏切道関係 

協議会名 

又は踏切道名 

踏切道の 

法指定年月日 

道路管理者 鉄道事業者 

向良横踏切道 令和３年６月３０日 高松市長 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

沖松島第二踏切道 令和３年６月３０日 高松市長 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

新川踏切道 令和３年６月３０日 高松市長 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

上福岡踏切道 令和３年６月３０日 高松市長 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

松前駅北踏切道 令和３年６月３０日 愛媛県知事 伊予鉄道株式会社 

代表取締役社長 

明治製菓踏切道 令和３年６月３０日 愛媛県知事 伊予鉄道株式会社 

代表取締役社長 

松島踏切道 令和４年７月２９日 香川県知事 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

津畑東踏切道 令和４年７月２９日 丸亀市長 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

栗熊東踏切道 令和４年７月２９日 丸亀市長 高松琴平電気鉄道株式

会社 

代表取締役社長 

 

 

別表３ 議長及び副議長 

議長及び副議長 代 理 

国土交通省四国地方整備局長 国土交通省四国地方整備局道路部道路調査官 

国土交通省四国運輸局長 国土交通省四国運輸局鉄道部次長 

 



別表４ 構成員 

職  名 

徳島県知事（道路管理者又は踏切道の所在地をその区域に含む県知事） 

香川県知事（道路管理者又は踏切道の所在地をその区域に含む県知事） 

愛媛県知事（道路管理者又は踏切道の所在地をその区域に含む県知事） 

高知県知事（道路管理者又は踏切道の所在地をその区域に含む県知事） 

徳島市長（道路管理者） 

高松市長（道路管理者） 

丸亀市長（道路管理者） 

まんのう町長（道路管理者） 

松山市長（道路管理者） 

南国市長（道路管理者） 

四国旅客鉄道株式会社 代表取締役社長（鉄道事業者） 

高松琴平電気鉄道株式会社 代表取締役社長（鉄道事業者） 

伊予鉄道株式会社 代表取締役社長（鉄道事業者） 

とさでん交通株式会社 代表取締役社長（鉄道事業者） 

合同会議に必要と認める者 

 


